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人数 学童入会

6年生

5年生

4年生

3年生

2年生

1年生

小学校

中学生以上

小学生未満

学童保育クラブの育成料（利用料）に関する意識調査（計８問） 

問１ お子さんについて、次の学年別の人数を記入するとともに、町田市が運営する学童保育クラブに入

会しているかどうか（入会していれば○）を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１－１ 町田市の学童保育クラブに“入会していない小学生”のお子さんがいる方にお聞きします。 

町田市の学童保育クラブを利用しない理由を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 小学生のお子さんが現在通われている小学校を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 １．保護者・きょうだいが家にいるため 

２．留守番することができるため 

 ３．祖父母宅・知人宅で過ごすため 

 ４．習い事をしているため 

 ５．まちともを利用するため 

 ６．子どもセンター、子どもクラブを利用するため 

７．冒険遊び場を利用するため 

８．民間の学童保育クラブを利用するため 

 ９．子どもが利用したがらないため 

 １０．育成料（利用料）が高いため 

 １１．その他（                        ） 

 １．町田第一小学校  ２．町田第二小学校    別紙参照 

 ：（（略）） 

 4３．上記以外の小学校（              ） 

資料 ７－１ 
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問３ 世帯の年間総収入（金額）※は、およそどのくらいですか。（答えは１つ） 

※年間総収入（金額）とは、すべての収入を含み、各種税金・社会保険料等天引き前の金額 

・共働きの場合などは、ご家庭の全体の金額 

・給与収入の場合、源泉徴収票の「支払金額」欄の金額 

・自営業者等の場合、確定申告書の「所得金額」の「合計」欄の金額（収入金額から必要経費を 

差し引いた額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．300万円未満          （２．300万円以上400万円未満 

 ３．400万円以上600万円未満    ４．600万円以上800万円未満 

５．800万円以上1,000万円未満   ６．1,000万円以上 
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■表１　世帯区分別の育成料及び減免額一覧

減免区分 世帯区分 育成料（1人目）
（参考）
減免額

－ 減免申請なし 9,000円 －

区分1 市民税非課税世帯 0円 9,000円

区分2
市民税均等割のみ課税世帯及び
市民税所得割額48,600円未満世帯

3,000円 6,000円

区分3
市民税所得割額
48,600円以上60,000円未満世帯

6,000円 3,000円

区分4
市民税所得割額
60,000円以上162,000円未満世帯

7,000円 2,000円

区分5
市民税所得割額
162,000円以上313,000円未満世帯

8,000円 1,000円

区分6
市民税所得割額
313,000円以上世帯

9,000円 0円

問４ 育成料（利用料）の改定を行うべきかどうかについてお伺いします。 

町田市の学童保育クラブの育成料（利用料）は月額９，０００円で、多摩26市において現時点で

最も高い金額です。表１のとおり所得額に応じて減額・免除（以下「減免」）しており、他市では、

減免を設けず一律負担としている自治体もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市民税所得割額の算出方法 

・毎年 6 月頃に市から送付される「市民税・都民税税額決定通知書」や、「課税・非課税証明書」で確認でき

ます。また、「まちだ子育てサイト」で育成料の概算シミュレーションができます。 

・詳しくはこちらをご覧ください。 

住民税の計算方法/町田市ホームページ (city.machida.tokyo.jp) 

総務省｜地方税制度｜個人住民税 (soumu.go.jp) 

 

  

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/keisan/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
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学童保育クラブにかかる経費は、公費（国・都補助金、市負担分）と育成料（利用料）で賄われて

おり、学童保育クラブを「利用する人」と「利用しない人」の公平性の視点から、市負担分と利用

者負担分を等しくする（それぞれ50％）ことが適正とされています。 

 

 

 

 

 

 

■図１ 経費の負担割合 

 

図２をみると、2016年度の負担割合は市69.0％、利用者31.0％でしたが、国・都補助金額の増

加や育成料（利用料）の見直しなどにより、2022年度の負担割合は市56.1％、利用者43.9％

と、年々適正な割合に近づいています。 

 
 

■図２ 経費の負担割合の年度推移 

 

上記を踏まえ、育成料（利用料）について、あなたの考えにもっとも近いものをお選びください。

（答えは１つ） 

 

 

 

 

 

 問４－１ その理由をお聞かせください。（任意） 

 

 

2016年度

2019年度

2022年度

国・都 町田市 利用者

69.0％ 31.0％

58.9％ 41.1％

56.1％ 43.9％

年間総経費額

（千円）

1,225,543

1,392,856

1,659,886

５０％ ５０％ 

 １．改定を行う必要はない 

 ２．増額した方が良い 

３．減額した方が良い 

４．その他（                            ） 
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■表２　世帯区分別の減免額一覧

減免区分 世帯区分 減免額
（参考）
育成料

－ 減免申請なし － 9,000円

区分1 市民税非課税世帯 9,000円 0円

区分2
市民税均等割のみ課税世帯及び
市民税所得割額48,600円未満世帯

6,000円 3,000円

区分3
市民税所得割額
48,600円以上60,000円未満世帯

3,000円 6,000円

区分4
市民税所得割額
60,000円以上162,000円未満世帯

2,000円 7,000円

区分5
市民税所得割額
162,000円以上313,000円未満世帯

1,000円 8,000円

区分6
市民税所得割額
313,000円以上世帯

0円 9,000円

問５ 所得の低い世帯の育成料（利用料）は、表２のとおり減免されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得の低い世帯への配慮について、あなたの考えにもっとも近いものはどれですか。（答えは１つ） 

 

 

 

 

問５－１ 問５で「３」と回答した方にお伺いします。 

どのような見直しが必要か、あなたの考えに当てはまるものはどれですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．現状の減免のままで良い 

２．減免を行う必要はない（  

 ３．減免するのは賛成だが、見直しした方が良い ⇒問５－１へ 

１．今ある区分ごとに見直した方が良い 

２．区分を増やしてもっと細かく設定した方が良い 

３．その他（                    ） 
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■表３　世帯区分別の２人目以降の育成料一覧

減免区分 世帯区分
２人目以降の

育成料
（参考）

１人目の育成料

－ 減免申請なし 9,000円 9,000円

区分1 市民税非課税世帯 0円 0円

区分2
市民税均等割のみ課税世帯及び
市民税所得割額48,600円未満世帯

1,500円 3,000円

区分3
市民税所得割額
48,600円以上60,000円未満世帯

6,000円

区分4
市民税所得割額
60,000円以上162,000円未満世帯

7,000円

区分5
市民税所得割額
162,000円以上313,000円未満世帯

8,000円

区分6
市民税所得割額
313,000円以上世帯

9,000円

3,000円

問６ 同一世帯２人目以降（きょうだいが同時に入会する場合）の育成料（利用料）は、表３のとおり減

免されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの多い世帯への配慮について、あなたの考えにもっとも近いものはどれですか。（答えは１

つ） 

 

 

 

 

 

問６－１ 問６で「３」と回答した方にお伺いします。 

どのような見直しが必要か、あなたの考えにもっとも近いものはどれですか。（答えは１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．現状の減免のままで良い 

２．減免を行う必要はない（  

３．減免するのは賛成だが、見直しした方が良い ⇒問６－１へ 

１．2人目以降の育成料（利用料）の負担をより少なくした方が良い 

２．2人目以降の育成料（利用料）の負担をより多くした方が良い 

３．その他（                     ） 
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問７ 児童の放課後の過ごし方を充実させるための施策として、あなたの考えにもっとも近いものはどれ

ですか。（答えは１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 最後に、町田市の学童保育クラブや放課後の過ごし方に関する支援施策へのご意見などがございま

したら、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 １．学童保育クラブの施設の拡充（増設や受け入れ人数増など） 

 ２．学童保育クラブ職員の資質向上 

３．学童保育クラブのプログラムの充実（学習・遊び・交流） 

４．特別保育（延長保育）の開始・終了時間の拡充 

（現在の特別保育時間：8:00～8:29と 18:01～19：00） 

 ５．学童保育クラブ以外の放課後の居場所の拡充 

（まちとも、子どもセンター、子どもクラブなど） 

 ６．子どもの外遊びなどの機会の充実（冒険遊び場など屋外での活動） 

 ７．その他（                               ） 

 


